


 ○ 福祉有償運送の登録に関する処理方針について（新旧） 

新 旧 

 

公   示 

                        公示第 ７０ 号 

 

福祉有償運送の登録に関する処理方針について 

 

 

 自家用有償旅客運送は、道路運送法に基づき、地域住民等の生活に必要な

旅客輸送を確保するため、一般旅客自動車運送事業者によることが困難で

あり、地域の関係者が必要であるとして協議が調った場合に、一定の要件を

満たした市町村や特定非営利活動法人等による自家用自動車を使用した有

償旅客運送を登録制度の下で可能とし、輸送の安全及び旅客の利便の確保

を図ること等を目的とするものである。 

 本目的を踏まえ、福祉有償運送の登録に関する処理方針を下記のとおり

定めたので公示する。 

 

 

            令和２年１１月２７日 

 

東北運輸局長 亀山 秀一 

 

 

記 

 

１．福祉有償運送について 

  道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第７８

条第２号に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則（昭和

２６年運輸省令第７５号。以下「施行規則」という。）第４９条第２号に

 

公   示 

                        公示第 ７０ 号 

 

福祉有償運送の登録に関する処理方針について 

 

 

 自家用有償旅客運送は、道路運送法に基づき、地域住民等の生活に必要な

旅客輸送を確保するため、一般旅客自動車運送事業者によることが困難で

あり、地域の関係者が必要であるとして協議が調った場合に、一定の要件を

満たした市町村や特定非営利活動法人等による自家用自動車を使用した有

償旅客運送を登録制度の下で可能とし、輸送の安全及び旅客の利便の確保

を図ること等を目的とするものである。 

 本目的を踏まえ、福祉有償運送の登録に関する処理方針を下記のとおり

定めたので公示する。 

 

 

            令和２年１１月２７日 

 

東北運輸局長 亀山 秀一 

 

 

記 

 

１．福祉有償運送について 

  道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第７８

条第２号に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則（昭和

２６年運輸省令第７５号。以下「施行規則」という。）第４９条第２号に



定める福祉有償運送（以下「福祉有償運送」という。）は、タクシー等の

公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等施行規則第４９条第２

号に掲げる者に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる

場合において、市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は特定非営利活動

促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動

法人その他施行規則第４８条に掲げる者（以下「特定非営利活動法人等」

という。）が、当該市町村に利用登録を行った者又は当該特定非営利活動

法人等の会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービ

スを行うため、市町村長又は都道府県知事が主宰する施行規則第４条第

２項に規定する地域公共交通会議（地域協議会の分科会として設置され

た場合を含む。以下同じ。）又は同項に規定する協議会（以下、これらを

総称して「地域公共交通会議等」という。）において調った協議内容に基

づき実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって乗

車定員１１人未満の自家用自動車を使用して運送を行うものをいうもの

とする。 

 

 

２．登録の申請 

（１）～（２） （略） 

（３）添付書類  

施行規則第５１条の３に定める申請書に添付する書類は、それぞれ

次に掲げる書類とする。 

① 定款等の書類 

施行規則第５１条の３第１号に規定する申請者である特定非営利

活動法人等の定款（財団法人にあっては寄附行為）及び登記事項証明

書並びに役員名簿（登記事項証明書により確認できる場合は不要）。

なお、認可地縁団体の申請にあっては、規約及び地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２６０条の２第１２項の証明書並びに役員名

簿、施行規則第４８条第１０号に規定する者の申請にあっては、定款

に準ずる書類として組織の基本的事項を定める書類、役員名簿に準ず

るものとして法人の役員に該当する権利能力なき社団の代表者を定

める書類（いずれも団体規約等）とする。なお、団体規約等について

は、後に変更の可能性があるところ、当該変更に際しては構成員の一

定める福祉有償運送（以下「福祉有償運送」という。）は、タクシー等の

公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等施行規則第４９条第２

号に掲げる者に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる

場合において、市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は特定非営利活動

促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動

法人その他施行規則第４８条に掲げる者（以下「特定非営利活動法人等」

という。）が、当該市町村に利用登録を行った者又は当該特定非営利活動

法人等の会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービ

スを行うため、市町村長又は都道府県知事が主宰する施行規則第９条の

２に規定する地域公共交通会議（地域協議会の分科会として設置された

場合を含む。以下同じ。）、施行規則第４条第２項に規定する協議会、施行

規則第５１条の７に規定する運営協議会（運営協議会の分科会として設

置された場合を含む。以下同じ。）（以下、これらを総称して「地域公共交

通会議等」という。）において調った協議内容に基づき実費の範囲内であ

り、営利とは認められない範囲の対価によって乗車定員１１人未満の自

家用自動車を使用して運送を行うものをいうものとする。 

 

２．登録の申請 

（１）～（２） （略） 

（３）添付書類  

施行規則第５１条の３に定める申請書に添付する書類は、それぞれ

次に掲げる書類とする。 

① 定款等の書類 

施行規則第５１条の３第１号に規定する申請者である特定非営利

活動法人等の定款（財団法人にあっては寄附行為）及び登記事項証明

書並びに役員名簿（登記事項証明書により確認できる場合は不要）。

なお、認可地縁団体の申請にあっては、規約及び地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２６０条の２第１２項の証明書並びに役員名

簿、施行規則第４８条第９号に規定する者の申請にあっては、定款に

準ずる書類として組織の基本的事項を定める書類、役員名簿に準ずる

ものとして法人の役員に該当する権利能力なき社団の代表者を定め

る書類（いずれも団体規約等）とする。なお、団体規約等については、

後に変更の可能性があるところ、当該変更に際しては構成員の一定数



定数以上の同意があるときに限る旨の定めがある等、民主的な方法に

より作成・変更されるものであることとする。 

②～⑬ （略） 

 

（４）、（５） （略） 

 

３．～９． （略） 

 

附 則 

１．本処理方針は、令和２年１１月２７日以降に申請を受け付けるものから

適用するものとする。 

２．廃止前の「市町村運営有償の登録に係る処理方針」（ただし市町村福祉

輸送に限る）又は「福祉有償運送の登録に係る処理方針」に基づき付与さ

れた登録番号は、本処理方針２．（４）①の登録番号とみなす。 

 

附 則（令和４年９月３０日 公示第５６号） 

１．本処理方針は、令和４年１０月１日以降に申請を受け付けるものから

適用するものとする。 

２．本処理方針の４．（７）③は、当分の間、適用しない。 

 

附 則（令和５年３月３１日 公示第１２２号） 

１．本処理方針は、令和５年４月１日以降に申請を受け付けるものから適

用するものとする。 

２．本処理方針の４．（８）③は、当分の間、適用しない。 

 

附 則（令和５年８月１日 公示第６２号） 

１．本処理方針は、令和５年８月１日以降に申請を受け付けるものから適

用するものとする。 

２．本処理方針の４．（８）③は、当分の間、適用しない。 

 

附 則（令和５年１０月２日 公示第９８号） 

１．本処理方針は、令和５年１０月２日以降に申請を受け付けるものから

適用するものとする。 

以上の同意があるときに限る旨の定めがある等、民主的な方法により

作成・変更されるものであることとする。 

②～⑬ （略） 

 

（４）、（５） （略） 

 

３．～９． （略） 

 

附 則 

１．本処理方針は、令和２年１１月２７日以降に申請を受け付けるものから

適用するものとする。 

２．廃止前の「市町村運営有償の登録に係る処理方針」（ただし市町村福祉

輸送に限る）又は「福祉有償運送の登録に係る処理方針」に基づき付与さ

れた登録番号は、本処理方針２．（４）①の登録番号とみなす。 

 

附 則（令和４年９月３０日 公示第５６号） 

１．本処理方針は、令和４年１０月１日以降に申請を受け付けるものから

適用するものとする。 

２．本処理方針の４．（７）③は、当分の間、適用しない。 

 

附 則（令和５年３月３１日 公示第１２２号） 

１．本処理方針は、令和５年４月１日以降に申請を受け付けるものから適

用するものとする。 

２．本処理方針の４．（８）③は、当分の間、適用しない。 

 

附 則（令和５年８月１日 公示第６２号） 

１．本処理方針は、令和５年８月１日以降に申請を受け付けるものから適

用するものとする。 

２．本処理方針の４．（８）③は、当分の間、適用しない。 

 

（新設） 

 

 



２．本処理方針の４．（８）③は、令和５年１２月１日から適用する。（新

設） 

 

 

別記１ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

別記１ （略） 

 

 

 

 


